　●民主党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅱ　質問　　（回答は○又は文章で回答）
　　１.貴党内で、北朝鮮の『強制収容所』問題について今迄に話し合う機会は？　

　　　（1）なかった。　　　（2）少しはあった。 　 （3）よくあった。

　　２.党として、北朝鮮の『強制収容所』問題をどう捉えていますか？

　　　（1）関心がない。　　（2）分からない。　（3）重要課題だと思う。
　　３.貴党内で、北朝鮮の『強制収容所』問題についてなんらか取り組む予定は？

　　　（1）考えていない。　（2）分からない。  （3）ある。または積極的に検討したい。

　　４.超党派で北朝鮮の『強制収容所』問題を考える会が出来たら？

　　　（1）参加しない。　　（2）分からない。　（3）参加したい。又は関心がある。
　　５.NO FENCEの見解、「北朝鮮の『強制収容所』廃絶は、北朝鮮が抱える諸問題解決の
      鍵」という考え方には？

　 　　（1）そう思わない。 （2）分からない。 （3）ある程度理解出来る。又はそう思う。
　　６. 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第六条

　　　　・第七条では、拉致問題以外に、“北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する

　　　　適切な施策”や“北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、

　　　国際機関に対する適切な働きかけ”をするよう謳っています。北朝鮮の『強制収容

　　　所』はまさに、北朝鮮当局による人権侵害の最たるものですが、全くというほどそ

　　　の取組みが国内で行われているようには思えません。今後、北朝鮮の人権問題の改

　　　善のために、ひいては拉致や核問題等の解決のために、人権侵害の元凶である『強

　　　制収容所』廃絶に向けての取組みをしていくことに、貴党としては？

　　　（1）取組む予定はない。　　（2）検討する。　（3）取り組みたい。

　　７.設問６での回答について、具体的にその理由やお考えをお書きください。
　　　＜民主党は、ご指摘の「拉致問題その他北朝鮮当局に寄る人権侵害問題への対処に

　　　関する法律」については、その元となった「北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する

　　　法律案」を与党に先駆け提出した経緯があります。与党がその後、同趣旨の法案を

　　　提出し、与野党協議の結果、修正の上、上記法律の制定に至ったものです。

　　　　そもそも、民主党案のベースになったのは、北朝鮮に人権状況に関する国連総会

　　　決議を踏まえ、北朝鮮当局による人権真が問題への対処が国際社会の課題となって

　　　いた状況を踏まえたもので、こうした法的枠組みの構築が北朝鮮当局による人権侵

  　　害問題の実態解明及び抑止につながることを期待したものです。
      ご質問に対しても、これまでの取組みを踏まえて検討いたします。＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（送信元：政調会長室）

　●自由民主党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年8月21日

Ⅱ　質問　　（回答は○又は文章で回答）
　　１.貴党内で、北朝鮮の『強制収容所』問題について今迄に話し合う機会は？　

　　　（1）なかった。　　　（2）少しはあった。 　 （3）よくあった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２.党として、北朝鮮の『強制収容所』問題をどう捉えていますか？

　　　（1）関心がない。　　（2）分からない。　（3）重要課題だと思う。

　　３.貴党内で、北朝鮮の『強制収容所』問題についてなんらか取り組む予定は？

　　　（1）考えていない。　（2）分からない。  （3）ある。または積極的に検討したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　４.超党派で北朝鮮の『強制収容所』問題を考える会が出来たら？

　　　（1）参加しない。　　（2）分からない。　　（3）参加したい。又は関心がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　５.NO FENCEの見解、「北朝鮮の『強制収容所』廃絶は、北朝鮮が抱える諸問題解決の
      鍵」という考え方には？

　 　　（1）そう思わない。 （2）分からない。 （3）ある程度理解出来る。又はそう思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　６. 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第六条

　　　　・第七条では、拉致問題以外に、“北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する

　　　　適切な施策”や“北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、

　　　国際機関に対する適切な働きかけ”をするよう謳っています。北朝鮮の『強制収容

　　　所』はまさに、北朝鮮当局による人権侵害の最たるものですが、全くというほどそ

　　　の取組みが国内で行われているようには思えません。今後、北朝鮮の人権問題の改

　　　善のために、ひいては拉致や核問題等の解決のために、人権侵害の元凶である『強

　　　制収容所』廃絶に向けての取組みをしていくことに、貴党としては？

　　　（1）取組む予定はない。　　（2）検討する。　（3）取り組みたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　７.設問６での回答について、具体的にその理由やお考えをお書きください。
　　　＜　　　—————————————　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞

　●国民新党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年8月19日

　　　　NO FENCE(北朝鮮強制収容所をなくすアクションの会)御中

　　　　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。またこの度は

　　　ご質問の文書をいただきましてまことにありがとうございます。

　　　　まず貴会が北朝鮮の諸問題解決について、使命感をと熱意をもって今日

　　　まで取り組んでこられたことに心から敬意を表します。

　　　　我が党として、ご質問内容について鋭意検討しましたが、その項目ごと

　　　に、現時点で党の見解をまとめ回答を出すことは困難と判断し、回答を差

　　　し控えさせていただくことになりました。

　　　　北朝鮮による費人道的統治の現状については、報道等を通じて、日本を

　　　含む北東アジアのみならず全世界に計り知れない衝撃と心の痛みを与える

　　　ものとなっています。国民新党は、これまで積み重ねて来た政府外交の努

　　　力を土台にして、今後の北東アジアの平和と安全のために英知を結集させ

　　　ていきたいと決意する次第です。

　　　　最後に貴会のますますのご活躍を祈念し、回答のご連絡とさせていただ

　　　きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国民新党本部　事務局）


